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 平成29年８月21日付け公告に基づく、「松山市児童家庭相談システム構築事業」業務

委託（以下、「本件」という。）に伴う総合評価落札方式による一般競争入札について

は、松山市契約規則及び関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとす

る。 

 

 

１．事業概要 

近年、虐待相談をはじめとする児童家庭相談件数が著しく増加し、職員の業務負担が増

大している。 

また、平成29年４月の余土事務所開設に伴い、市内３か所の相談事務所間で最新の情報

を共有する必要がある。 

このような状況に対応するため、各相談事務所が保有するケース情報をデータベースと

して一元管理し、児童・家族構成情報から、通告・受付、支援記録、会議内容、福祉行政

報告例まで一連の業務を一貫してサポート可能なシステムの構築を実施する。 

 

 

２．委託の件名 

「松山市児童家庭相談システム構築事業」業務委託 

 

 

３．公告日 

平成29年８月21日(月曜日) 

 

 

４．事務局 

〒790-8571 愛媛県松山市築山町12番33号（青少年センター内） 

松山市役所 保健福祉部 子ども総合相談センター事務所 システム構築担当 宮内・松下 

電話：089-943-3215   FAX：089-943-3070 

 電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ： jikasou@city.matsuyama.ehime.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ ： http://www.city.matsuyama.ehime.jp/bosyu/jikasou-bosyu.html 

 

 

５．総合評価委員会 

外部の学識経験者２名を含む７名による総合評価委員会を設置する。 

総合評価委員会は、本件の落札者決定基準を審議し、提案書等の評価を行う。 

 

 

６．入札に付する委託業務 

（１）件  名：「松山市児童家庭相談システム構築事業」業務委託 

（２）履行場所：松山市が指示する場所 

（３）業務内容：「仕様書」（資料２）のとおり 

（４）履行期間：契約締結日～平成30年３月31日 

mailto:jikasou@city.matsuyama.ehime.jp
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/bosyu/jikasou-bosyu.html
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（５）予定価格：\10,400,400-（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

 

７．契約方法 

総合評価落札方式による一般競争入札 

 

 

８．スケジュール 

（１）公 告 

     平成29年８月21日（月曜日） 

（２）入札説明書等の配布期間 

平成29年８月21日（月曜日）午前９時から 

平成29年８月31日（木曜日）午後５時まで 

（３）入札参加資格審査申請書等の提出期限 

    平成29年９月４日（月曜日）午後５時（必着） 

（４）質問受付 

     平成29年８月21日（月曜日）午前９時から 

     平成29年９月８日（金曜日）午後５時まで 

（５）入札参加資格審査結果通知 

     平成29年９月12日（火曜日）付で郵送（予定） 

（６）質問最終回答 

平成29年９月20日（水曜日） 

（７）入札書・提案書等の提出期限 

    平成29年10月２日（月曜日）午後５時（必着） 

（８）システム検証 

    平成29年10月13日（金曜日）       ※詳細は別途通知する。 

（９）プレゼンテーション 

    平成29年10月19日（木曜日）       ※詳細は別途通知する。 

（10）開 札 

     平成29年10月25日（水曜日）午前10時30分 ※詳細は別途通知する。 

（11）入札結果通知 

     平成29年10月下旬 

（12）契約締結 

     平成29年11月上旬 

 

 

９．入札参加者の資格要件 

 入札に参加できる者は、次に掲げる要件のすべてに該当していること。 

（１）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者で

あること。 

（２）公告日から開札の日までの間に、松山市若しくは松山市公営企業局の入札参加資

格停止の措置を受けている日が含まれない者であること。 
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（３）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされて

いる者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立て

がなされている者でないこと。ただし、更生計画認可又は再生計画認可の決定が

なされた者を除く。 

（４）平成29年度松山市競争入札参加者資格における委託（清掃・警備等）の資格を有

し、情報処理の等級格付がＡ又はＢの者であること。 

（５）公告日時点で、保守拠点（※１）を有していること。 

（６）他の自治体において、システム構築、運用の実績があること。 

（７）本調達するシステムの設計やソフト開発を行ったことのある技術者が、当業務に

携われること。 

（８）一般財団法人日本情報経済社会推進協会からプライバシーマーク付与認定を受け

ていること又は一般財団法人日本情報経済社会推進協会が運用する ISMS適合性

評価制度における ISMS認証を取得していることの証明ができること。 

（９）次のどちらかの資格を１つ以上有する者を直接雇用し、かつ本件業務に専ら従事

させることができること（※「事業者調書」（様式２）の項番３に記載するこ

と。）。 

     ・情報処理技術者 

     ・PMP（プロジェクトマネジメントプロフェッショナル）試験合格者 

 

（※１）導入するソフトウェア・ミドルウェア・ハードウェア等の製品の保守を４時間

以内に到着し開始することが可能な技術員が存在する本社・支店・営業所 

 

 

10．作業従事者の要件 

 受託者は、作業従事者の要件として、本業務を効率的かつ合理的に履行するに当たり、

適正な作業従事者の配置及び体制等に努めるものとする。 

ただし、本業務の履行に際して、体制・配置・要員等により業務履行において支障があ

ると認めた場合は、受託者に対してその改善等を求めることがある。 

 

 

11．開札までの手続きに関する事項 

（１）入札説明書等の配布期間及び配布場所 

 ア 配布期間 

平成29年８月21日（月曜日）午前９時から 

    平成29年８月31日（木曜日）午後５時まで 

      ※ただし、土日祝日を除く平日の午前９時から午後５時の間に限る。 

 イ 配布 

「４．事務局」において直接配布する。 

 ウ 配布費用 

無料 

 エ 配布書類 

次の書類を紙媒体１部と電子媒体（CD-R）１枚で配布する。 
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資料 

  ・資料１       入札説明書 

  ・資料２       仕様書 

    ・資料２別紙１    統合宛名連携方式 

    ・資料２別紙２    統合宛名管理項目 

    ・資料２別紙３    業務機能要件書 

    ・資料２別紙４    端末等利用台数一覧 

・資料２別紙５    オンライン性能実績 

    ・資料２別紙６    データ移行仕様書 

・資料２別紙７    研修人数・内容一覧 

・資料２別紙８    納入物件一覧表 

    ・資料２別紙９    個人情報取扱特記事項 

    ・資料２別紙10    セキュリティ要求事項 

    ・資料３       提案書等作成要領 

    ・資料４       落札者決定基準 

    ・資料４別紙     技術評価採点基準 

    ・資料５       委託契約書（案） 

 

様式 

 【入札参加資格関係】 

    ・様式１     総合評価落札方式による一般競争入札参加資格審査申請書 

    ・様式２     事業者調書 

    ・様式３     システム構築実績調書 

    ・様式４     質問書 

    ・様式４別紙   質問内容書 

 

   【入札書・提案書関係】 

    ・様式５     入札書 

    ・様式６     入札提出書類提出届 

    ・様式７     提案書表紙（正本） 

    ・様式８     提案書表紙（副本） 

    ・様式９     見積書 

 

（２）入札参加資格の審査 

   ア 提出書類 

    入札参加希望者は、次の書類を提出し入札参加資格の審査を受けなければならな 

い。 

    なお、書類で押印が必要なものは、平成29年度松山市競争入札参加者資格申請書 

で使用印鑑として申請した印鑑（以下、「使用印鑑」という。）を押印することと 

する。 

① 「総合評価落札方式による一般競争入札参加資格審査申請書」（様式１） 

② 「事業者調書」（様式２） 
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③ 「システム構築実績調書」（様式３） 

④ プライバシーマーク使用許諾証の写し、又は、ISMS認証取得を証する登録証

の写し 

 イ 入札参加資格審査申請書等の提出 

① 提出方法：持参又は郵便等（信書の郵送に適する方法） 

  ※ただし、簡易書留等配達記録の残るもの 

② 提出期限：平成29年９月４日（月曜日）午後５時（必着） 

  ※ただし、持参の場合は、土日祝日を除く平日の午前９時から午後５時 

の間に限る。 

③ 提出場所及び送付先：「４．事務局」 

 ウ 入札参加資格審査結果通知 

入札参加資格の審査結果は、平成29年９月12日（火曜日）付（予定）で「入札参 

加資格審査結果通知」を申請者に郵送したうえで、電話連絡を行う。 

 エ 入札参加資格を認められなかった申出者に対する理由説明 

① 入札参加資格を認められなかった者は、松山市に対してその理由についての 

説明を求めることができる。 

② 説明を求める場合は、平成29年９月15日（金曜日）午後５時までに持参又は 

郵送（必着）で書面により提出しなければならない。 

※ただし、持参の場合は、土日祝日を除く平日の午前９時から午後５時 

の間に限る。 

③ 提出先は、「４．事務局」 

④ 回答は、平成29年９月20日（水曜日）付で書面にて行う。 

 

（３）質問受付・回答 

ア 質問書の提出 

本件の内容等について質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。 

① 提出様式：「質問書」（様式４）及び「質問内容書」（様式４別紙） 

② 提 出 先：「４．事務局」 

③ 提出方法：電子メールによる。 

     このとき、電子メールのタイトルは「松山市児童家庭相談システ 

ム質問書（事業者名）」とし、電子メール発信後「４．事務局」 

へ質問のメールを発信した旨、電話で連絡すること。 

④ 受付期間：平成29年８月21日（月曜日）午前９時から 

平成29年９月８日（金曜日）午後５時まで 

⑤ 回  答：質問に対する回答は、随時電子メールで行うともに、松山市ホー 

ムページで公開する。最終の回答は平成29年９月20日（水曜日） 

とする。 

   イ 「質問内容書」（様式４別紙）の記載方法について 

① 事業者名及び送信日を記載すること。 

② No.（ナンバー）は、事業者ごとの全体連番で行うこと。 

③ 対象資料名は、本入札説明書の11-(１)-エに記載している資料又は様式の番 

号や名称等を記載すること。 
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「松山市児童家庭相談システム構築事業」業務委託 

 

             事業者名  ○○○○ 

④ 項目は、質問を行う資料等における該当項目等を記載すること。 

⑤ 質問事項は、簡潔に記載すること。 

ウ その他 

① 電子メール以外による質問及び締め切り日以降の質問には応じない。 

② 本件の入札に必要と判断される質問のみ受け付ける。 

③ 入札参加資格審査結果通知後は、参加資格のない者からの質問は受け付けな 

い。 

④ 質問の内容について、「４．事務局」から電子メール又は電話で問い合わせ

ることがある。 

 

（４）入札書・提案書等の提出 

① 提出期限：平成29年10月２日（月曜日）午後５時（必着） 

  ※ただし、土日祝日を除く平日の午前９時から午後５時の間に限る。 

  ※なお、締め切りまでに提出しなかった場合は、失格とする。 

② 提 出 先：「４．事務局」 

③ 提出方法：【入札書】、【提案書等】は合わせて直接持参すること。 

 

 

  ※【入札書】は、封入し、糊付けしたうえで、下図のとおり封筒表面に 

  件名及び事業者名を記入し、封筒裏面に割印として使用印鑑を押印する 

こと。 

 

 ＜封筒表面＞               ＜封筒裏面＞ 

 

 

 

 

 

  ※【提案書等】は、正本・副本を袋等に封入のうえ、提出すること。 

 

 

④ 提出部数：【提案書等】は正本１部・副本10部を紙媒体で提出すること。 

     また、正本、副本それぞれの電子媒体（CD-R）を１枚ずつ作成し 

て持参すること。 

なお、【提案書等】の提出書類（電子媒体を含む）は、原則とし 

てＡ４縦とし、ファイル形式は Microsoft社の Office製品で判読 

できるもの、又は、PDFファイルとすること。 

なお、松山市が指定するファイルにて提出する書類については、 

ファイル形式を変換しないこと。 

 

 

 

印 印 印 
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 （５）入札保証金等 

入札参加保証金は、次のとおり。 

ア 入札保証金 

 免除  

イ 契約保証金 

 免除 

   ウ 保証人 

    不要 

 

（６）入札の辞退 

① 入札参加資格結果通知を受けてから、入札書・提案書等を提出するまでに入 

札を辞退する場合は、書面をもって「４．事務局」に提出すること。 

なお、書面についての書式は問わないが、申請者の住所（所在地）、名称又 

は商号、代表者職氏名及び辞退理由を記載し、使用印鑑を押印のうえ提出す 

ること。 

ただし、平成29年度松山市競争入札参加者資格審査申請書の入札・契約等に 

おいて委任先を設定している場合は、委任先の所在地、名称又は商号、支店 

名、受任者職氏名を記載し、押印すること。 

② 入札書・提案書等を提出した後は、入札の辞退を認めない。 

③ 入札を辞退した者は、これを理由として以後に不利益な扱いを受けるもので 

はない。 

 

（７）開札の日時・場所 

ア 日時 

   平成29年10月25日（水曜日）午前10時30分（開場：午前10時20分） 

  イ 場所 

別途通知する。 

 

（８）開札に関する事項 

① 開札は、入札者又はその代理人を１業者１名まで立ち会わせて行う。 

② 入札者又はその代理人が一人も立ち会わない場合は、入札事務に関係のない 

職員を立ち会わせて行う。 

 

（９）入札の無効 

次のいずれかに該当する場合は、無効とする。 

① 松山市契約規則第６条の各号のいずれかに該当する入札 

② 予定価格の108分の100を超えて行った入札 

③ 氏名及び入札金額を訂正した入札 
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（10）入札の中止等 

   天災その他やむを得ない理由があるとき、又は、不正の行為を認められる等明らか 

に競争の実効がないと認められるときは、入札の執行を延期又は中止若しくは取り消 

すことがある。 

このとき、入札参加者が損失を受けても松山市は賠償の責を負わない。 

  

（11）その他 

① 一度提出した入札書及び提案書等は、これを書換え、引換えをすることがで 

きない。ただし、総合評価委員会が認めた場合はこの限りではない。 

② 入札書・提案書等に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限 

る。 

③ その他、入札執行については、「地方自治法（昭和22年法律第67号）」、

「地方自治法施行令」、「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続き 

の特例を定める政令（平成７年政令第372号）」及び「松山市財務会計規則」 

並びに「松山市契約規則」の定めるところによる。 

④ 「仕様書」（資料２）等の配布書類は、本件以外での使用は認めない。 

⑤ 疑義、確認等がなかった「仕様書」（資料２）及び本件に関する事項につい 

ての解釈は、松山市の解釈によるものとする。 

⑥ 本件の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるときなど 

は、当該入札者に対し説明を求めることがある。 

 

 

12．【提案書等】に関する事項 

本件の入札は、平成29年度の開発業務・運用機器等の調達について、入札参加者より 

「仕様書」（資料２）等に基づく提案を求めるものである。 

 

（１）【提案書等】の記載内容 

   【提案書等】に記載すべき事項は、「提案書等作成要領」（資料３）を参照するこ 

と。 

 

（２）基準価格について 

① 基準価格は、60か月の賃貸借料を評価する基準である。賃貸借料は、本件に 

関する機器及びソフトウェア（パッケージ・ミドルウェア）の60か月分とす

る。 

② 基準価格は、\34,095,600-とする（消費税及び地方消費税を含む。）。 

③ 「見積書」（様式９）に記載する金額は、消費税及び地方消費税を含む金額 

とする。 

 

（３）【提案書等】記載内容の実態調査 

   【提案書等】に記載した内容が正当であるかを確認するため、入札参加者の施設等 

で調査を行う場合がある。 
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（４）【提案書等】の拘束力 

① 契約書に添付する仕様書は、「仕様書」（資料２）及び提案書等をもとに、 

双方協議の上で作成する。 

② サービス利用料等、本件の委託範囲外の業務でありながら価格について評価 

対象としているものについては、入札参加者は一定の責を負う。 

 

（５）【提案書等】の取扱い 

① 提出された【提案書等】は、情報公開の対象となり、松山市情報公開条例に 

基づき、公開することがある。 

② 提出された【提案書等】については、返却は行わない。 

③ 【提案書等】の記述が、著作権などの日本国の法令に基づいて保護される第 

三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じる責任は、入札参加 

者が負う。 

④ 本件入札手続き等に必要な範囲で【提案書等】は複製することがある。 

 

 

13．システム検証について 

 本件入札の「業務機能要件書」（資料２別紙１）の内容について、システム検証を行 

う。 

 

（１）開催日時・場所 

【入札書】及び【提案書等】の提出締め切り後、詳細を各入札参加者に通知する。 

   なお、原則、日程の変更は認めないので、事前に準備しておくこと。 

 

（２）実施要件 

① システム検証におけるプロジェクタ及びスクリーンは松山市が用意する。シ 

ステム検証用に必要なパソコン、その他機器等は持ち込み可能な範囲の機器 

とし、各入札参加者側で持参すること。 

② システム検証における機器及びパッケージソフトウェアに掲載している会社 

のロゴなどは全て削除しておくこと。（例：パソコン機器外観にあるロゴ、 

パワーポイントのフォーマット、パッケージのロゴ、BIOSのロゴ等会社を特 

定できるもの全てが対象） 

③ システム検証項目については、松山市が選定した項目とし、各入札参加者に 

事前連絡を行うものとする。本項目は、連携や性能など実サーバ環境でしか 

検証できない内容は対象外とする。 

④ システム検証時に使用するパッケージソフトウェアは、デモ用アプリケーシ 

ョンやプロトタイプ等ではなく、導入を予定している製品とすること。 

⑤ システム検証は、総合評価委員及び松山市職員で行うものとする。 

⑥ システム検証では、選定した項目をもとに「業務機能要件書」（資料２別紙 

１）の確認を行う。確認結果は、総合評価委員会へ報告するものとする。 
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（３）実施時間 

 １業者90分程度とする。 

 

（４）操作・説明者 

 システム検証における操作・説明・質疑応答における担当者やその人数は限定しな 

い。 

ただし、実施場所の都合により人数を制限する場合があり、その場合は事前に連絡 

をすることとする。 

 

 

14．プレゼンテーションについて 

（１）開催日時・場所 

【入札書】及び【提案書等】の提出締め切り後、詳細を各入札参加者に通知する。 

   なお、原則、日程の変更は認めないので、事前に準備しておくこと。 

 

（２）実施要件 

① プレゼンテーションは、原則、本件の作業を予定しているプロジェクトリー 

ダー又はプロジェクトマネージャーが行うこと。 

② プレゼンテーションに当たって、【提案書等】の内容を要約した資料を用い 

ても構わない。この場合、資料を【提案書等】（副本）と同部数用意するこ 

と。 

③ プレゼンテーションは、提出した【提案書等】を基に行うものとし、 追加 

提案や追加資料の配布は認めない。ただし、これらを踏まえたうえで、パソ 

コン・プロジェクタ等による説明は許可する。 

④ プレゼンテーションにおけるプロジェクタ及びスクリーンは松山市が用意す 

る。プレゼンテーション時に必要なパソコン、その他機器等は持ち込み可能 

な範囲の機器とし、各入札参加者側で持参すること。 

⑤ プレゼンテーション時に使う【提案書等】において、データ形式はパワーポ 

イント（バージョンは不問）を使用することとし、会社のロゴ等は全て削除 

しておくこと。（例：パソコン機器外観にあるロゴ、パワーポイントのフォ 

ーマット、パッケージのロゴ、BIOSのロゴ等会社を特定できるもの全てが対 

象） 

⑥ プレゼンテーションにおけるデモの組み込み等は参加者の自由とする。 

なお、デモに使用するものは、デモ用アプリケーションやプロトタイプ等で 

も差し支えない。 

 

（３）実施時間 

 １業者90分程度とし、提案時間（デモを行う場合はその時間も含む。）を50分程 

度、質疑応答の時間を40分程度とする。 
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（４）参加者 

 次の５名とする。 

 ア プロジェクト統括責任者 

 イ プロジェクトリーダー又はプロジェクトマネージャー 

 ウ システムエンジニアのリーダー 

 エ デモ操作者 

 オ 営業責任者 

 

 

15．落札者の決定等に関する事項 

（１）落札者の決定方法等 

 落札者の決定は、「落札者決定基準」（資料４）に基づき、次のとおり提案内容を 

評価し、技術評価点と価格評価点を加算した総合評価点の最も高い提案者を落札者と 

する。 

 ア 提案内容の評価 

「落札者決定基準」（資料４）に基づき提案内容を評価し、「技術評価点」を与 

える。 

 イ 入札価格の評価 

  「落札者決定基準」（資料４）に基づき入札価格を評価し、「価格評価点」を与 

える。 

 ウ 総合評価点の算定 

  「落札者決定基準」（資料４）に基づき「総合評価点」を算定する。 

 エ 抽選 

落札者となるべき最も高い総合評価点の者が２者以上ある場合は、落札者を抽選 

により決定する。 

 

（２）落札者の公表等 

① 落札者については、「松山市委託業務に係る契約事務取扱要綱」第44条の規 

定により公表する。 

② 落札者の決定については、各入札参加者に書面により通知する。 

 

 

16．失格事項 

  参加者が次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

① 提出書類に虚偽の記載があった場合 

② 入札説明書及び提案書等作成要領に違反した場合 

③ 公正を欠いた行為があったとして総合評価委員会が認めた場合 

④ 提出書類に不備又は錯誤があり、総合評価委員会が再提出を指示したにもか 

かわらず、期限内に提出されなかった場合 

⑤ 正当な理由なくシステム検証・プレゼンテーション・ヒアリングに応じなかっ 

た場合 

⑥ 公告の日から契約締結日までに参加資格要件を欠く事態が生じた場合 
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⑦ 「落札者決定基準」（資料４）において失格に該当した場合 

 

 

17．その他 

① 本件の入札に当たっては、入札説明書等に関する質問期間を設けているた 

め、入札参加資格を得た者は、入札書・提案書等提出後において入札説明書 

等の内容について、不明又は錯誤等を理由に異議を申し立てることはできな 

い。 

② 本件の入札に要する費用は、入札参加者の負担とする。 

③ 本件の契約に当たっては、将来にわたり、サービス利用の契約及び運用サポ 

ートの契約を保証するものではない。 

④ 天災その他やむを得ない事情により、契約内容や金額の変更、又は契約その 

ものの締結を中止することができる。このとき、入札参加者が損失を受けて 

も、松山市は賠償の責を負わない。 

 


